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〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

発行所　　京 都 府
政 策 法 務 課
電  話 （075） 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入　　　　

印刷所　　中 西 印 刷 株 式 会 社
電  話 （075） 441-3155

　告　　　　示　

京都府告示第607号

　落札者を次のとおり決定した。

　令和７年12月23日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　業務の名称及び数量
　　京都デジタル疏水ネットワークに係る教育系ネット

ワーク機器賃貸借及び運用保守業務　一式
２　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　　京都府総合政策環境部情報政策課
　　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
３　落札決定日
　　令和７年11月12日
４　落札者の名称及び所在地
　　東京センチュリー株式会社

告　　　　　示

○落札者の決定　 （情報政策課）  889
○生活保護法に基づく指定医療機関の指定

　 （地域福祉推進課）  890
○生活保護法に基づく指定医療機関の変更

　 （　　　〃　　　）   〃
○生活保護法に基づく指定医療機関の廃止

　 （　　　〃　　　）   〃
○生活保護法に基づく指定介護機関の変更

　 （　　　〃　　　）  891
○生活保護法に基づく指定施術機関の指定

　 （　　　〃　　　）   〃
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定医療機関の指定　 （　　　〃　　　）   〃

○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定医療機関の変更　 （　　　〃　　　）  892

○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定医療機関の廃止　 （　　　〃　　　）   〃

○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定介護機関の変更　 （　　　〃　　　）   〃

○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定施術機関の指定　 （地域福祉推進課）  893

○保安林の指定解除予定の通知　 （京都林務事務所）   〃
○保安林の指定施業要件の変更予定の通知

　 （南丹広域振興局）  894
○漁業災害補償法に基づく加入区を定めた

告示の一部変更　 （水産事務所）   〃
○漁業災害補償法に基づく共済契約締結の

同意の認定　 （　　〃　　）  895
○公共測量の実施　 （用地課）  896
○道路の供用開始　 （中丹東土木事務所）   〃

公　　　　　告

○大規模小売店舗立地法に基づく変更の届
出　 （山城広域振興局）   〃

○土地改良事業に係る換地計画認可申請に
関する適否の決定　 （南丹広域振興局）  897

○林地開発行為に係る事業計画書の縦覧　 
 （中丹広域振興局）   〃

公 安 委 員 会

○機械警備業務管理者講習の実施　  898
○技能検定員審査及び教習指導員審査の実施　  899
○随意契約の相手方の決定　  901

選挙管理委員会

○公営施設使用の個人演説会等施設として指定した
旨の報告があつた施設の告示の一部改正　   〃
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　令和７年12月23日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第610号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規
定により、次のとおり指定医療機関から廃止の届出が
あった。

　令和７年12月23日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　　東京都千代田区神田練塀町３番地
５　落札金額
　　100,713,800円
６　契約の方法
　　一般競争入札
７　入札公告日
　　令和７年９月26日

京都府告示第608号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定に
より、指定医療機関を次のとおり指定した。

　令和７年12月23日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第609号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規
定により、次のとおり指定医療機関から変更の届出が
あった。
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京都府告示第613号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第49条の規定により、指定医療機関を次のとおり指
定した。

　令和７年12月23日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第612号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の
規定により、指定施術機関を次のとおり指定した。

　令和７年12月23日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第611号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第５項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり
指定介護機関から変更の届出があった。

　令和７年12月23日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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京都府告示第615号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第50条の２の規定により、次のとおり指定医療機関
から廃止の届出があった。

　令和７年12月23日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第614号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第50条の２の規定により、次のとおり指定医療機関
から変更の届出があった。

　令和７年12月23日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第616号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条
の２第５項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり指定介護機関から変更の届出があった。
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京都府告示第618号

　森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、
次のとおり保安林の指定を解除する予定である旨農林水
産大臣から通知があった。

　令和７年12月23日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　解除予定保安林の所在場所
　　京都市左京区鞍馬本町674の３（次の図に示す部分

に限る。）
２　指定された目的
　　土砂の流出の防備
３　解除の理由
　　道路用地とするため
　（「次の図」は、省略し、その図面を京都府京都林務
事務所治山課及び京都府農林水産部森の保全推進課にお

京都府告示第617号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第55条第１項の規定により、指定施術機関を次のと
おり指定した。

　令和７年12月23日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　令和７年12月23日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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　　南丹市（次の図に示す部分に限る。）
２　保安林として指定された目的
　　水源の涵

かん

養
３　変更後の指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ　主伐に係る伐採をすることができる立木は、当

該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計
画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹

種
　　　次のとおりとする。
　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図
面及び関係書類を京都府南丹広域振興局農林商工部森づ
くり振興課及び京都府農林水産部森の保全推進課におい
て縦覧に供する。なお、南丹市役所においてその図面及
び関係書類を閲覧することができる。）

いて縦覧に供する。なお、京都市役所においてその図面
を閲覧することができる。）

京都府告示第619号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において
準用する同法第29条の規定により、次のとおり保安林の
指定施業要件を変更する予定である旨農林水産大臣から
通知があった。

　令和７年12月23日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

京都府告示第620号

　漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第104条第２号に掲げる漁業の区域及び区分（以下「加入区」という。）の
一部を次のとおり変更した。
　なお、この告示は、その共済責任期間の開始日が令和７年12月24日以後の共済契約について運用し、その共済責任期
間の開始日が令和７年12月23日以前の日である共済契約については、なお従前の例による。

　令和７年12月23日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　変更前加入区
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区　　　　　　域 区　　　　　分

田 井 ・ 成 生 区 域 大型定置漁業

野 原・竜 宮 浜 区 域 〃

京 丹 後 市 区 域 〃

京都府告示第621号

　漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第108条第４
項において準用する同法第105条の２第３項の規定によ
る届出を審査した結果、次の区域及び区分において同法
第108条第２項の規定による同意があったものと認めた。

　令和７年12月23日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　変更後加入区
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　公　　　　告　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条
第１項の規定による変更の届出があったので、その届出
書及び添付書類を次のとおり縦覧に供する。
　なお、当該大規模小売店舗を設置している者がその周
辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい
て意見を有する者は、縦覧期間満了の日までに、大規模
小売店舗立地法施行細則（平成12年京都府規則第38号）
第８条第１項に規定する書面を添えて、意見書を提出す
ることができる。

　令和７年12月23日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１⑴　届出事項の概要
　　ア　届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
　　　ア　株式会社フォレストモール
　　　　　東京都新宿区西新宿二丁目６番１号
　　　　　代表取締役　尾崎　幸太郎
　　　イ　株式会社コメリ
　　　　　新潟市南区清水4501番地１
　　　　　代表取締役　捧　雄一郎
　　イ　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　　　フォレストモール京田辺
　　　　京田辺市同志社山手一丁目１番１ほか
　　ウ　変更の内容

変更した 
事　　項 変 更 前 変 更 後 変　更 

年月日 変更理由

大規模小売
店舗を設置
する者の氏
名又は名称
及び住所並
びに法人に
あっては代
表者の氏名

株式会社フ 
ォレストモ 
ール
東京都新宿
区西新宿二
丁目６番１
号
代表取締役
今西　弘康

株式会社コ
メリ
新潟市南区
清水4501番
地１
代表取締役
捧　雄一郎

株式会社フ 
ォレストモ 
ール
東京都新宿
区西新宿二
丁目６番１
号
代表取締役
尾崎　幸太
郎
株式会社コ
メリ
新潟市南区
清水4501番
地１
代表取締役
捧　雄一郎

令
 7. 4. 1 設置者の代表

者の変更のた
め

大規模小売
店舗におい
て小売業を
行う者の氏
名又は名称

株式会社バ
ロー
多治見市大
針 町661番
地の１

株式会社バ
ロー
多治見市大
針 町661番
地の１

 4. 6.30 小売業を行う
者の代表者の
変更のため

京都府告示第622号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用
する同法第14条第１項の規定により、次のとおり公共測
量を実施する旨測量計画機関の長である福知山市長から
通知があった。

　令和７年12月23日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　測量の地域
　　福知山市内
２　測量の期間
　　令和７年12月23日から令和８年３月12日まで
３　測量の種類
　　公共測量（道路台帳図データ更新）

京都府告示第623号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定
により、次の道路の供用を開始する。
　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、令和
７年12月23日から令和８年１月６日まで縦覧に供する。

　令和７年12月23日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　道路の種類　　府道
２　路　線　名　　田井中田線
３　供用開始の区間及び期日

区　　　　　　　　間 期　　　　日

舞鶴市字大山小字門ノ下10041の15
から

舞鶴市字大山小字丹田380の１を経
て

舞鶴市字大山小字中田375の２まで

令和７年12月23日

４　縦 覧 場 所　　京都府中丹東土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課
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　⑸　意見書の提出先
　　　京都府山城広域振興局農林商工部農商工連携・推

進課

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第96条の４にお
いて準用する同法第52条の２第１項の規定により、次の
土地改良事業に係る換地計画認可の申請を適当と決定し
た。
　なお、当該決定に係る換地計画書の写しを令和７年12
月23日から令和８年１月13日まで縦覧に供する。
　おって、当該換地計画の利害関係人で当該決定につい
て異議があるものは、縦覧期間満了の日の翌日から起算
して15日以内に書面で知事に異議の申出をすることがで
きる。

　令和７年12月23日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

土地改良事業の名称 地　　区 縦覧の場所

南 丹 市 営 土 地 改 良 事 業 池 ノ 内
京都府南丹広域振興
局農林商工部地域づ
くり振興課

　（南丹市役所において関係書類を閲覧することができ
る。）

　京都府林地開発行為の手続に関する条例（平成23年京
都府条例第25号）第３条の規定により、林地開発行為に
係る事業計画書の提出があったので、その写しを次のと
おり縦覧に供する。
　なお、事業計画書の内容について生活環境の保全の見
地から意見を有する地域住民等は、意見書を知事に提出
することができる。

　令和７年12月23日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　林地開発行為をしようとする者の名称、代表者の氏
名及び主たる事務所の所在地

　　株式会社大江砕石
　　代表取締役　新井　博幸
　　福知山市大江町天田内208番地
２　林地開発行為の目的
　　土石の採掘（採石）
３　林地開発行為をしようとする区域
　　福知山市大江町天田内小字小原8205番ほか（次の図

及び住所並
びに法人に
あっては代
表者の氏名

代表取締役
田代　正美
ほか４業者

代表取締役
森　克幸ほ
か４業者

　⑵　届出年月日
　　　令和７年11月28日
　⑶　縦覧場所
　　　京都府山城広域振興局農林商工部農商工連携・推

進課及び京都府商工労働観光部中小企業総合支援課
　⑷　縦覧期間
　　　令和７年12月23日から令和８年４月23日まで
　⑸　意見書の提出先
　　　京都府山城広域振興局農林商工部農商工連携・推

進課
２⑴　届出事項の概要
　　ア　届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
　　　　株式会社フォレストモール
　　　　東京都新宿区西新宿二丁目６番１号
　　　　代表取締役　尾崎　幸太郎
　　イ　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　　　フォレストモール木津川
　　　　木津川市梅美台一丁目１番１ほか
　　ウ　変更の内容

変更した 
事　　項 変 更 前 変 更 後 変　更 

年月日 変更理由

大規模小売
店舗を設置
する者の氏
名又は名称
及び住所並
びに法人に
あっては代
表者の氏名

株式会社フ 
ォレストモ 
ール
東京都新宿
区西新宿二
丁目６番１
号
代表取締役
今西　弘康

株式会社フ 
ォレストモ 
ール
東京都新宿
区西新宿二
丁目６番１
号
代表取締役
尾崎　幸太
郎

令
 7. 4. 1 設置者の代表

者の変更のた
め

大規模小売
店舗におい
て小売業を
行う者の氏
名又は名称
及び住所並
びに法人に
あっては代
表者の氏名

株式会社バ
ロー

多治見市大
針 町661番
地の１
代表取締役
田代　正美
ほか３業者

株式会社バ
ローホール
ディングス
多治見市大
針 町661番
地の１
代表取締役
小池　孝幸
ほか２業者

 5. 6.29
ほか

小売業を行う
者の名称及び
代表者の変更
並びに退店の
ため

　⑵　届出年月日
　　　令和７年11月28日
　⑶　縦覧場所
　　　京都府山城広域振興局農林商工部農商工連携・推

進課及び京都府商工労働観光部中小企業総合支援課
　⑷　縦覧期間
　　　令和７年12月23日から令和８年４月23日まで
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排水は、調整池で流量
調整後に場外に排水す
る。
　Ｂブロック場内に防
災池を設置し、場内の
排水は、全て防災池に
集水させ、晴天時に排
水する。

８　縦覧場所
　⑴　京都府中丹広域振興局農林商工部森づくり振興課
　　　舞鶴市字浜2020番地
　⑵　京都府農林水産部森の保全推進課
　　　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
　⑶　福知山市産業部農林整備課
　　　福知山市字内記13番地の１
　⑷　株式会社大江砕石
　　　福知山市大江町天田内208番地
９　縦覧期間
　　令和７年12月23日（火）から令和８年１月22日（木）

まで
10　意見書の提出期間及び提出先
　⑴　提出期間
　　　令和７年12月23日（火）から令和８年２月５日（木）

まで
　⑵　提出先
　　　〒625-0036　舞鶴市字浜2020番地
　　　京都府中丹広域振興局農林商工部森づくり振興課
　（「次の図」は、省略し、その図面を８の縦覧場所に
おいて縦覧に供する。）

公　安　委　員　会

京都府公安委員会告示第211号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第42条第２項第１
号の規定による機械警備業務管理者講習（以下「講習」
という。）を次のとおり実施する。

　　令和７年12月23日
京都府公安委員会　　　　　　　

委員長　池　坊　　由　紀　　

１　講習実施期間
　　令和８年２月９日（月）から令和８年２月13日（金）

まで（祝日を除く。実施時間は、午前９時15分から午
後４時45分までとする。）の４日間
２　講習場所
　　京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地　京都

のとおり）
４　林地開発行為をしようとする区域の面積
　　44.8ヘクタール
５　期間
　⑴　林地開発行為を行う期間
　　　令和８年４月24日から令和13年４月23日まで
　⑵　林地開発行為が土石の採掘である場合の全体の計

画期間
　　　昭和56年11月14日から令和28年４月23日まで
６　生活環境に影響が生じるおそれの有無
　　有
７　生活環境に影響が生じるおそれの種類、おそれがあ

る範囲及びおそれを減じるための措置

おそれの種類 おそれがある範囲 おそれを減じるための
措置

周辺道路の汚れ 　福知山市大江町天田
内地内の一部に存する
府道山東大江線（次の
図のとおり）

　散水車により、路面
清掃を行う。

交通量の増加 〃 　場内出入口から府道
山東大江線と府道綾部
大江宮津線との交差点
までに、速度制限（時
速30km）及び地元車
両優先の看板をそれぞ
れ設置する。

騒音の発生 　福知山市大江町天田
内及び大江町二俣地内
の一部に存する範囲
（次の図のとおり）

　走行車両の速度制限
（時速30km）を徹底
する。
　砕石プラント及び重
機の不要な運転は、行
わない。
　周囲に残置森林を確
保し、周辺区域との間
に緩衝帯を設ける。

粉じんの発生 〃 　プラントで原石を製
品に加工する作業で
は、スプリンクラーに
より散水する。
　場内走行路を整備
し、散水車により散水
する。

土砂流出及び濁
水の発生

　福知山市大江町天田
内地内の一部に存する
範囲（次の図のとおり）

　場内の排水は、防災
池、沈砂池及び沈砂機
能を備えた調整池に集
水し、泥を沈下させた
後、場外に排水する。
　堆積した土砂は、定
期的に除去する。

河川水量の増加 〃 　Ａブロック場内に調
整池を設置し、場内の
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　　　受講者に決定した者は、次により受講申込書を提
出すること。

　　ア　提出期間
　　　　令和８年１月26日（月）から令和８年１月28日

（水）まで（提出時間は、ｅ－Ｇｏｖによる提出
を除き、午前９時から午後３時30分までとする。）
とする。

　　イ　提出書類
　　　ア　受講申込書（受講申込書提出の日前６箇月以

内に撮影した無帽・無背景の顔写真を貼付した
もの）　１通

　　　イ　代理人が受講申込書を提出する場合にあって
は、受講者本人の委任状　１通

　　ウ　提出先
　　　　受講希望の際に提出先として申し出た警察署の

生活安全課（係）
　　エ　提出方法
　　　　ｅ－Ｇｏｖによる提出を除き、受講者に決定し

た者又はその代理人の持参によることとし、郵送
等による提出は認めない。

５　受講手数料
　　受講手数料（39,000円）は、受講申込書の提出時に

納付することとし、ｅ－Ｇｏｖにより提出した場合
は、納付方法が特に指定された後速やかに納付するこ
と。

　　なお、納付された受講手数料は返還しない。
６　講習の委託先の名称及び所在地
　　一般社団法人京都府警備業協会
　　京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地　京都

経済センター４階
７　問合せ先
　　京都府警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事

務審査室（電話（075）451-9111（代表）内線3033）

経済センター
３　講習定員
　　10人
４　受講申込みの手続
　⑴　事前申込み
　　　講習を受けようとする者は、機械警備業務管理者

講習受講申込書（以下「受講申込書」という。）を
提出する前に、次により電話で事前申込みを行うこ
と。

　　　なお、事前申込者の数が定員を超えなかった場合
は、その全員を受講者とし、事前申込者の数が定員
を超えた場合は、抽選により受講者を決定する。

　　ア　受付期間
　　　　令和８年１月14日（水）及び令和８年１月15日

（木）（受付時間は、午後１時から午後５時まで
とする。）とする。

　　イ　申込先等
　　　ア　申込先
　　　　　京都府警察本部生活安全部生活安全企画課

許可等事務審査室（受付専用電話（075）451-
9125）

　　　　　なお、受付専用電話以外での受付は、一切行
わない。

　　　イ　申出事項
　　　　　申込みに際しては、次の事項を申し出ること。
　　　　ａ　事前申込者の氏名及び所属警備業者の営業

所の名称
　　　　ｂ　連絡先電話番号
　　　　ｃ　受講申込書を提出する警察署（京都府内の

警察署に限る。）の名称
　　ウ　受講者決定の通知
　　　　受講者に決定した者に対する通知は、令和８年

１月16日（金）午後５時までに、電話により行う。
　⑵　受講申込書の提出

京都府公安委員会告示第212号

　道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」という。）第99条の２第４項第１号イの規定による技能検定員審査及
び法第99条の３第４項第１号イの規定による教習指導員審査を次のとおり実施する。

　　令和７年12月23日
京都府公安委員会　　　　　　　

委員長　池　坊　　由　紀　　

１　審査の種類
　　次の表の左欄に掲げる運転免許の種類に応じ、同表の右欄に掲げる種類の技能検定員審査及び教習指導員審査を行

う。
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運 転 免 許 の 種 類 審　　　査　　　の　　　種　　　類

大 型 自 動 車 免 許 技 能 検 定 員 審 査（大　　　型） 教 習 指 導 員 審 査（大　　　型）

中 型 自 動 車 免 許 技 能 検 定 員 審 査（中　　　型） 教 習 指 導 員 審 査（中　　　型）

準 中 型 自 動 車 免 許 技 能 検 定 員 審 査 （準　中　型） 教 習 指 導 員 審 査（準　中　型）

普 通 自 動 車 免 許 技 能 検 定 員 審 査（普　　　通） 教 習 指 導 員 審 査（普　　　通）

大 型 特 殊 自 動 車 免 許 技 能 検 定 員 審 査（大　　　特） 教 習 指 導 員 審 査（大　　　特）

大 型 自 動 二 輪 車 免 許 技 能 検 定 員 審 査（大　自　二） 教 習 指 導 員 審 査（大　自　二）

普 通 自 動 二 輪 車 免 許 技 能 検 定 員 審 査（普　自　二） 教 習 指 導 員 審 査（普　自　二）

牽
けん

引免許（法第85条第３項の牽
けん

引自動
車で同項の重被牽

けん

引車を牽
けん

引している
もの）

技 能 検 定 員 審 査（牽
けん

　　　引） 教 習 指 導 員 審 査（牽
けん

　　　引）

大 型 自 動 車 第 二 種 免 許 技 能 検 定 員 審 査（大 型 二 種） 教 習 指 導 員 審 査（大 型 二 種）

中 型 自 動 車 第 二 種 免 許 技 能 検 定 員 審 査（中 型 二 種） 教 習 指 導 員 審 査（中 型 二 種）

普 通 自 動 車 第 二 種 免 許 技 能 検 定 員 審 査（普 通 二 種） 教 習 指 導 員 審 査（普 通 二 種）

２　審査の内容、期日及び場所

審　　　査　　　の　　　内　　　容 審　査　の　期　日 審　査　の　場　所

技能検定員審査に係る審査項
目のうち技能検定に関する知
識

技能検定員審査等に関する規
則（平成６年国家公安委員会
規則第３号。以下「規則」と
いう。）第17条又は附則第３
条第１項の規定に該当する者
については、それぞれの規定
に定めるところにより、審査
細目についての審査を免除す
る。

令和８年２月９日（月）、令
和８年２月10日（火）、令和
８年２月12日（木）、令和８
年２月13日（金）及び令和８
年２月16日（月）

京都市伏見区羽束師古川町647
番地
　京都府警察自動車運転免許試
験場

教習指導員審査に係る審査項
目のうち教習に関する知識

技能検定員審査に係る審査項
目のうち技能検定に関する技
能

教習指導員審査に係る審査項
目のうち教習に関する技能

３　審査の申請手続
　⑴　申請の受付期間
　　　令和８年１月13日（火）から令和８年１月23日（金）まで（日曜日及び土曜日を除く。受付時間は、午前９時か

ら午後４時までとする（ｅ－Ｇｏｖによる申請を除く。）。）とする。
　⑵　申請の受付場所
　　　京都市伏見区羽束師古川町647番地　京都府警察本部交通部運転免許試験課（京都府警察自動車運転免許試験場内）
　⑶　申請に必要な書類等
　　ア　技能検定員審査申請書又は教習指導員審査申請書
　　イ　写真（技能検定員審査申請書又は教習指導員審査申請書提出の日前６箇月以内に撮影した、無帽・正面・上三

分身・無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルのもの）１枚
　　ウ　運転免許証又は免許情報記録個人番号カード（受けようとする種類の技能検定員審査又は教習指導員審査に用

いられる自動車を運転することができる運転免許に係るもの）
　　エ　審査細目についての審査を免除される者であることを証する書面（規則第17条又は附則第３条第１項の規定に
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　令和７年12月23日
京都府選挙管理委員会　　　　

委員長　多　賀　　久　雄　

　表南丹市の項中
「

南丹市国際交流会
館

同
園部町小桜町62番地１ 〃 7. 4. 9

」
を
「

南丹市国際交流会
館

同
園部町小桜町62番地１ 〃 7. 4. 9

」

南丹市日吉生涯学
習センター

同
日吉町保野田長通24番
地

〃 7.12. 2

に改める。

京都府警察本部告示第143号

　随意契約の相手方を次のとおり決定した。

　　令和７年12月23日
京都府警察本部長　吉　越　　清　人　　

１　委託業務の名称及び内容等
　　交通管制センター中央装置改修等業務
２　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　　京都府警察本部総務部会計課
　　京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地３
３　契約日
　　令和７年10月28日
４　契約の相手方の名称及び住所
　　オムロンソーシアルソリューションズ株式会社大阪

事業所
　　大阪市福島区福島３丁目14番24号
５　契約金額
　　49,903,700円
６　契約の方法
　　随意契約
７　随意契約とした理由
　　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令（平成７年政令第372号）第11条第１
項第１号

選 挙 管 理 委 員 会

京都府選挙管理委員会告示第101号

　公営施設使用の個人演説会等施設として指定した旨の
報告があつた施設の告示（昭和43年京都府選挙管理委員
会告示第32号）の一部を次のように改正する。

より、審査細目についての審査を免除される者に該当することを証するもの）
　⑷　審査手数料及び納付方法
　　　京都府警察手数料徴収条例施行規則（平成12年京都府規則第５号）別表第１に定める額を申請受付時に納付する

こととし、ｅ－Ｇｏｖにより申請した場合は、納付方法が特に指定された後速やかに納付すること。
４　その他
　⑴　技能検定員審査申請書又は教習指導員審査申請書は、京都府警察本部交通部運転免許試験課（京都府警察自動車

運転免許試験場内）において配布する（ｅ－Ｇｏｖにより申請する場合は、申請項目を入力して申請すること。）。
　⑵　審査当日は、運転免許証又は免許情報記録個人番号カード及び筆記用具を持参すること。
　⑶　審査についての問合せは、京都府警察本部交通部運転免許試験課運転者教育室教習所係（電話075-631-5181（代

表）内線453）に行うこと。
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